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令和２年１１月２５日 

政務活動費運用指針 一部改正（調整案） 

 

（旧） （新） 

【１９ページ】 

（２）備品の購入について 

 

 

   １品目１０万円以上３０万円未満で購入した備品については、会派が解散した場合、又は議員

でなくなった場合、会計処理上の手続き（減価償却）を行い、残存価格があれば、その額を収支報

告書の収入の部の「その他」欄に計上しなければなりません。また、備品の耐用年数は、原則とし

て次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

内 容 年 数 

電気機器、ＯＡ機器、その他の事務機器 ５年 

金属性のオフィス家具 １５年 

 

（残存価格の算出方法一例） 

   平成２９年４月１５日に、耐用年数５年の事務機器を１２万円で購入した議員が、 

平成３１年４月３０日に任期満了を迎え、その後議員でなくなった場合 

  

   （計算方法） 

    ①任期満了時までの減価償却額を、月割（購入日から任期満了の日までの期間の 

月数）で計算します。 

     事務機器の購入金額が１２０，０００円、耐用年数が６０月、任期満了までの 

在職月数が２５月であるので、１２０，０００円÷６０月×２５月で、 

５０，０００円となります。 

 

    ②次に、残存価格を計算します。 

事務機器の購入金額から減価償却額を引き、７０，０００円となります。 

 

 

（３）～（４）省略 

 

 

【１９ページ】 

（２）備品の購入について 

備品の購入は資産形成となり得るため、所有権や備品管理等の問題が発生しないリース契約等

を推奨します。 

   １品目１０万円以上３０万円未満で購入した備品については、会派が解散した場合、又は議員

でなくなった場合、会計処理上の手続き（減価償却）を行い、残存価格があれば、その額を収支報

告書の収入の部の「その他」欄に計上しなければなりません。また、備品の耐用年数は、原則とし

て次のとおりとします。 

なお、購入価格が１品目１０万円以上であっても、その備品を一定期間使用した後に返却する

等、議員にとって資産性のない契約の場合には、資産性がないことが確認できる書類の提出をもっ

て、リース同様、備品として取り扱わないこととします。ただし、その場合は、資産性がないこと

が確認できる契約書等の写し及び購入先に当該物品を返却する旨の申出書を提出することとしま

す。 

 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（４）省略 

※前回会議において提示した改正案から 

    を削除し、   を追加するもの。 


